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　　　　R4.3.29災対発第49号一部改正 
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　　　高知県警察緊急事態発生時の初動措置要綱の制定について（通達甲） 

緊急事態発生時の初動措置に関し「高知県警察緊急事態発生時の初動措置要綱

の制定について（例規）」（平成27年２月９日災対発第45号）を定めているとこ

ろであるが、高知県警察公文書管理規程（平成27年６月本部訓令第18号）の施行

により公文書種別から例規をなくすることに伴い、別添のとおり「高知県警察緊

急事態発生時の初動措置要綱」を定め、平成28年２月１日から運用することとし

たので、誤りのないようにされたい。 

なお、情報通信部長にあっては、協力をお願いする。 



別添 

高知県警察緊急事態発生時の初動措置要綱 

第１　趣旨 

この要綱は、緊急事態の発生に際し、県警察の総合力を発揮して初動措置

を迅速かつ的確に実施するため必要な事項を定めるものとする。 

第２　緊急事態の種別、初動措置主管課等 

緊急事態とは、突発的事案であって、社会的反響の大きな事故災害その他

これに類するとして本部長が認める事案（これら事故災害等に発展するおそ

れのある事案を含む。）をいい、その種別並びに初動措置を主管する県本部

の課（以下「初動措置主管課」という。）及び事案を処理する県本部の課

（以下「事案処理主管課」という。）は、別表第１の緊急事態の種別並びに

初動措置主管課及び事案処理主管課のとおりとする。 

第３　基本方針 

１　緊急事態の処理に関する業務は、他の通常業務に優先して行い、県警察の

総合力の発揮に努めること。 

２　人命の保護を最優先とし、被害者の救出救助及び避難誘導並びに被害の拡

大防止のための措置を徹底すること。 

３　緊急事態の発生時において迅速かつ的確な初動措置を講じるため、所属長

は、平素から県、市町村、消防、自衛隊、海上保安部、輸送機関、医療機関

等の関係機関との連絡通報体制及び相互協力体制を確立すること。また、緊

急事態発生時においては、他機関が行う活動に対する積極的な協力に努める

こと。 

第４　基本的な初動措置 

　１　緊急事態を認知した職員の措置 

職員は、緊急事態の発生を認知したときは、通信指令課長及び事案発生地

を管轄する署（以下「所轄署」という。）の署長（以下「所轄署長」とい

う。）に対し、認知した内容を直ちに通報するものとする。 

　２　通信指令課長の措置 

通信指令課長は、110番通報等により緊急事態の発生を認知したときは、

所轄署長、初動措置主管課長、事案処理主管課長、警備第二課長及び情報通

信部機動通信課長に対し、事案の概要を直ちに通報するとともに警ら用無線

自動車等に対する現場急行、情報収集等を指令するものとする。 

　３　県本部の総合当直責任者の措置 

当直時間内（高知県警察処務規程（平成17年４月本部訓令第８号）第12条

に規定する当直員の勤務時間をいう。）において緊急事態の発生を認知した



県本部の総合当直責任者は、通信指令課長、所轄署長、初動措置主管課長、

事案処理主管課長、警備第二課長及び情報通信部機動通信課長に事案の概要

を直ちに報告するとともに、当該事案の把握に努めるものとする。 

　４　所轄署長の措置 

(1)  初動措置 

所轄署長は、緊急事態の発生を認知したときは、速やかに部隊を現地に

出動させ、必要な情報の集約、負傷者の救助、避難誘導、交通規制等必要

な初動措置を講じるものとする。 

(2)  通報等 

所轄署長は、自ら緊急事態の発生を認知したときは通信指令課長、初動 

措置主管課長、事案処理主管課長及び警備第二課長に直ちに通報し、通信

指令課長からの通報により認知したときは通信指令課長と連携して初動措

置主管課長及び事案処理主管課長へ通報するものとする。 

　５　初動措置主管課長の措置 

初動措置主管課長は、緊急事態の発生を認知したときは、主管部長を通じ

て本部長に報告するとともに、事案処理主管課長及び所轄署長との連携を緊

密にして、的確な初動措置を講じるものとする。 

　６　事案処理主管課長の措置 

事案処理主管課長は、緊急事態の発生を認知したときは、初動措置主管課

長及び所轄署長と連携して的確な初動措置を講じるとともに、当該緊急事態

の原因究明、捜査等必要な処理を行うものとする。 

第５　緊急事態対策室の設置等 

１　緊急事態の報告を受理した初動措置主管部長等は、直ちに初動措置主管課

に自らを長とする高知県警察緊急事態対策室（以下「対策室」という。）を

設置するとともに、関係幹部を現地に派遣し、事案の把握等の必要な措置を

講じるものとする。また、警備第二課長及び総務課長に事案概要を速やかに

連絡するものとする。この場合において、連絡を受けた警備第二課長は警備

実施の要否について判断をし、総務課長は報道対応を行うものとする。 

２　対策室の副室長には初動措置主管課長をもって充て、対策室員には初動措

置主管課員及び対策室長が指定する者をもって充てるものとする。 

３　対策室の任務は、次のとおりとする。 

(1)　次の事項の把握に関すること。 

ア　事案の発生日時及び場所 

イ　事案の概要 

ウ　死傷者の概要及び救出状況 



エ　事案拡大の見通し 

(2)　対策本部の設置に関すること。 

(3)　招集又は参集した職員の部隊編成及び応援部隊の派遣に関すること。 

(4)　警備第二課長及び総務課長に対する事案概要の連絡に関すること。 

(5)　警察庁、中国四国管区警察局及び関係する府県警察に対する報告、連絡

及び調整に関すること。 

(6)　その他必要な初動措置に関すること。 

４　対策室長は、把握した３(1)アからエまでの事項、応援部隊派遣の要否そ

の他必要な事項について本部長に報告するとともに、警察庁及び中国四国管

区警察局に報告するものとする。 

第６　緊急事態対策本部等の設置 

本部長は、緊急事態が発生した場合において、当該事案に係る警察活動全

般を統括するため必要であると認めるときは、県本部に別表第２の高知県警

察緊急事態対策本部編成基準表及び別表第３の高知県警察緊急事態対策本部

部隊編成基準表に基づき高知県警察緊急事態対策本部を、所轄署に別表第４

の高知県警察緊急事態現地対策本部編成基準表に基づき高知県警察緊急事態

現地対策本部を設置するものとする。 

第７　平素の措置 

所属長は、緊急事態の発生時に迅速かつ的確な警備措置が講じられるよう

通信機器等の装備資機材を定期的に点検して、常に機能を最高度に保持して

おくとともに、所属職員に対し、緊急事態発生時における体制の確立、措置

要領等に関する教養を計画的に実施するものとする。 



別表第１（第２関係） 

緊急事態の種別並びに初動措置主管課及び事案処理主管課 

　　　　　 初 動 措 置 事 案 処 理 
緊急事態の種別   

　　　　　　 主　管　課 主　管　課

 危険物、ガス、毒劇物、火薬類等の大量流出又は 警備第二課 生 活 安 全 企 画 課 

 爆発事故 捜査第一課

 

 船舶又は海洋施設からの大規模な油流出事故 警備第二課 生 活 安 全 企 画 課

 

 石油備蓄基地等の大規模な爆発又は大規模店舗、   

 高層ビル、人家密集地等における大規模な火災事 警備第二課 捜査第一課

 故

 

 旅客機の墜落事故又は人家密集地への航空機の墜 警備第二課 捜査第一課

 落事故

大規模な

事故災害 列車の衝突又は転覆等の事故（踏切事故を除く。） 警備第二課 捜査第一課

旅客船の衝突、転覆等の海上事故 警備第二課 捜査第一課

原子力事業所等における放射性物質の大量放出事 警備第二課 生 活 安 全 企 画 課 

故 捜査第一課

大規模な雑踏事故、公営競技場における紛争事案 警備第二課 捜査第一課

等大規模な集団不法事案

高速道路上における大規模な交通事故 高　速　隊 高　速　隊

高速道路以外の道路における大規模な交通事故 交通指導課 交通指導課

そ の 他 本部長が上記に類すると認定する事案 別 途 指 示 別 途 指 示



別表第２（第６関係） 
高知県警察緊急事態対策本部編成基準表 

対策本部長   本 部 長

対策副本部長   警 務 部 長

   生 活 安 全 部 長 
   刑 事 部 長 
   交 通 部 長 人員小計 人員合計
   警 備 部 長 
幕　　　　僚   情 報 通 信 部 長 対策本部長以下幕僚 12  

  首 席 監 察 官  
  総 務 参 事 官 班　　　　　　　長 17 68 
  人身安全対処参事官 
  組織犯罪対策参事官 班　　　　　　　員 39
  警 察 学 校 長

担当部門・担当幕僚 班名 班長 班員数 任務

初動措置主 初動措置主 総括班 初動措置主管部 　８ １　高知県警察緊急事態対策本部の設置及び運営方針に関すること。 
管部 管部長 参事官 ２　関係情報の集約、分析及び検討に関すること。 

３　本部所属及び各署の招（参）集状況の把握及び招（参）集職員の部隊編成に関すること。 
４　部隊編成及び配置運用計画の総合調整並びに本部直轄部隊及び署部隊の運用に関するこ

と。 
５　警察庁、管区警察局、他の府県警察に対する報告、連絡及び調整に関すること。 
６　公安委員会に対する報告及び連絡に関すること。 
７　他の府県警察の援助要請及び受入れに関すること。 
８　各班間の調整に関すること。 
９　高知県警察緊急事態現地対策本部等との連絡及び調整に関すること。 
10　県、自衛隊、消防局等関係機関との連絡及び調整に関すること。 
11　その他特命事項

情報班 初動措置主管部 　３ １　関係情報の収集に関すること。 
長が指定した者 ２　死傷者及び行方不明者の集計及び名簿の作成に関すること。 

３　避難状況の調査及び集約に関すること。             
４　経過措置等の記録に関すること。              
５　情報収集隊の編成及び運用に関すること。

警務部 警務部長 広報班 総務課長 　１ １　当該事案の広報に関すること。 
２　報道対策に関すること。 
３　自治体広報班との連絡及び調整に関すること。   
４　当該事案の記録及び写真撮影に関すること。     
５　広報隊の編成及び運用に関すること。

宿泊・補給班 会計課長   １ １　物資の調達、補給及び給食に関すること。 
２　応援部隊の宿泊施設の準備及び割当てに関すること。 
３  各種燃料及び給油先の確保等に関すること。 
４  宿泊・補給隊の編成及び運用に関すること。

装備班 装備施設課長 　２ １　装備資機材及び車両の配分及び運用に関すること（通信班との合同での通信機材の配分及 
  び運用を含む。）。  
２　救助用大型資機材の借上げ及び装備資機材等の応援要請に関すること。 
３  装備車両隊の編成及び運用に関すること。

職員運用班 警務課長   ２ １　職員の運用に関すること

通訳班 人材育成室長   ２ １　通訳業務に関すること

被害（災）者 県民支援相談課   ２ １　被害（災）者及び被害（災）者の家（遺）族対策に関すること。 
支援班 長 ２  遺体安置場所における遺族等への遺体の引渡し等に関すること。 

３　被害（災）者支援隊の編成及び運用に関すること。

厚生班 厚生課長 　１ １　職員の健康管理に関すること。                          
２　救急用機材、医薬品、防疫剤等の調査及び配分に関すること。 
３  医療機関との連絡調整に関すること。                    
４　厚生隊の編成及び運用に関すること。

生活安全部 生活安全部 生活安全対策 生活安全企画課 　１ １　地域安全情報の収集及び分析に関すること。 
長 班 長 ２　犯罪予防等防犯活動に関すること。 

３　保護及び行方不明者の手配に関すること。  
４　生活安全対策隊の編成及び運用に関すること。

海上班 地域課長 　１ １　警察用船舶の運用に関すること。

刑事部 刑事部長 刑事班 捜査第一課長 　４ １  初動捜査、現場保存、検証、検視、身元調査等に関すること。 
２  捜査共助に関すること。 
３  捜査隊（員）の編成及び運用に関すること。

交通部 交通部長 交通班 交通企画課長 　３ １　交通状況の把握に関すること。 
２　各種交通規制の実施に関すること。                       
３　緊急交通路の指定、交通検問所の指定及び迂回路の確保に関すること。 
４　交通関係機関及び道路管理者との連絡及び調整に関すること。 
５　交通部隊の編成及び運用に関すること。

警備部 警備部長 航空班 警備第二課長 １ １　航空隊の運用に関すること。

 ２ １　警衛警護に関すること。 
実施班 ２  警備部隊の編成及び運用に関すること。

災害対策室長 　２ １　特別派遣部隊の受入れ計画の策定及び他の府県警察との細部調整に関すること。 
２　特別派遣部隊の配置運用に関すること。

警察学校 警察学校長 受援連絡班 警察学校副校長 　１ １　特別派遣部隊の受援連絡に関すること。 
２  受援連絡隊の編成及び運用に関すること。

情報通信部 情報通信部 通信班 機動通信課長   ２ １  通信施設の被害状況調査に関すること。 
長 ２  通信の保全及び復旧に関すること。      

３　映像情報資機材の設置に関すること。  
４  臨時電話等の設置に関すること。      
５　機動警察通信隊の編成及び運用に関すること。

備考　幕僚に事故があるときは、対策本部長が指定した者をもって幕僚に充てるものとする。 



別表第３（第６関係） 
高知県警察緊急事態対策本部部隊編成基準表 

  
 対策本部長  

  
 本部長  

  
  

 対策副本部長  
  

 警務部長  
  

幕僚

生活安全部長　刑事部長　交通部長　警備部長　情報通信部長　首席監察官　総務参事官　人身安全対処参事官　組織犯罪対策参事官　警察学校長

      
初動措置主管部  警務部  生 活 安 全 部   刑事部  交通部  警備部  警察学校 情報通信部

     
                    

 総   情       広   宿   装   職   通   被   厚  生 海  刑  交      航      実      受     通 
 括   報     報   泊   備   員   訳   害   生  活 上  事  通      空      施      援       信 
 班   班     班   ・   班   運   班   

（

   班  安 班  班  班      班      班      連       班 
      補    用    災   全           絡  
     給    班    

）

   対           班  
     班      者   策           
        支   班         
        援            
        班           

                   
            

        
       

 情  広  宿  装  職  通  被  厚 生 船 捜 交 航 機 一  受  機 
 報  報  泊  備  員   訳  害  生 活 舶 査 通 空 動 般  援  動 
 収  隊  ・  車  運  隊  

（

  隊 安 隊 隊 部 隊 隊 部  連 警 
 集   補  両  用   災 全 隊 隊  絡 察 
 隊  給  隊  隊  

）
 対  隊 通 

 隊  者 策 信 
 支 隊 隊 
 援 
 隊

 



別表第４（第６関係） 

高知県警察緊急事態現地対策本部編成基準表 

　現地対策本部長 所轄署長

  現地対策副本部長 事案処理主管部参事官及び副署長等

   現地対策本部長の要請に基づき、対 
　幕　　　　　　僚  

策本部長が指定した者

班　　名 班　　長 班員数 任　　　務

総 括 班 （初動措置主管課長）   ２ １　高知県警察緊急事態現地対策本部及び現地指揮所

の設置運営に関すること。 

２　関係情報の集約、分析及び検討に関すること。 

３　高知県警察緊急事態対策本部（以下「対策本部」

という。）に対する報告及び連絡に関すること。 

４　各班間の調整に関すること。 

５　関係市町村及び消防等関係機関との連絡及び調整

　に関すること。 

６　その他特命事項

情 報 班 １　治安状況及び混乱状況の情報収集、分析及び集約

　に関すること。 

２　救出（避難）状況の調査及び集約に関すること。 

３  死傷者及び行方不明者の集計及び名簿の作成に関

　すること。

広 報 班 警 務 課 （ 係 ） 長   １ 対策本部広報班の任務に準じる。

宿泊補給・装備班 会 計 庶 務 課 長   １ 対策本部宿泊・補給班及び装備班の任務に準じる。

生活安全対策班 生活安全課（係）長   １ 対策本部生活安全対策班の任務に準じる。

刑 事 班 刑事（生活安全）課長   ２ 対策本部刑事班の任務に準じる。

交 通 班 交通（地域交通）課長   １ 対策本部交通班の任務に準じる。

実 施 班 警 備 課 長   １ 対策本部実施班の任務に準じる。

 

人員小計 人員計  
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